
 

 

「門真市再犯防止推進計画」（案）に対する意見募集について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○提出資格 

（１）市の区域内に住所を有する者 

（２）市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者 

（３）市の区域内に存する学校に在学する者 

（４）市の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他団体 

（５）前各号に掲げるもののほか、パブリックコメント手続に係る案件に利害

関係を有する者防災 

 

○意見の提出方法 

様式は自由としますが、案件名、住所、氏名、連絡先を記入し、意見箱に入

れるか、市民文化部人権市民相談課に直接または、郵送、ＦＡＸ、Ｅメールで

提出してください。 

 

○募集期間 

令和３（2020）年２月15日（月）～３月８日（月） 

※郵送の場合は３月８日（月）必着 

 

○意見提出・問合先 

〒571-8585 門真市役所市民文化部人権市民相談課 

電話番号（直通） 06-6902-6079  ＦＡＸ 06-6905-3264 

Ｅメールアドレス sim06@city.kadoma.osaka.jp 

 

注）いただいた意見は原則として公表しますが、それぞれの意見に対して直接

の回答はいたしません。 

注）電話での意見は、受け付けません。 

更生意欲のある犯罪をした人等の立ち直りを支え、円滑に社会復帰できる

よう支援するとともに、新たな犯罪被害をつくらないことを目的とした「再

犯の防止等の推進に関する法律」に基づき、「門真市再犯防止推進計画」の

策定を進めています。 

この計画の案についてパブリックコメント手続きにより、皆さんからの意

見を募集します。 

市は、皆さんからいただいた意見を計画案に盛り込めるか検討を行い、意

見の概要と意見への市の考え方を公表します。 応募方法につきましては、

下記のとおりです。 


